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号第
   令和7年3月7日

            分任契約担当官

            陸上自衛隊姫路駐屯地

            第３５２会計隊姫路派遣隊長  伊藤　実枝子

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。
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ST1.00

陸上自衛隊姫路駐屯地

令和7年4月1日（火）～令和8年3月31日（火）

0001

数 量

２　競争参加資格

　　次のいずれかであること

　　全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること

　　ただし、細部は注意事項による。

３　契約条項を示す場所

　　第３５２会計隊姫路派遣隊　事務室

４　説明会及び入札執行の日時場所

　　説明会日時場所：実施しない

　　入札日時場所　：令和7年3月19日（水）10時30分　陸上自衛隊姫路駐屯地 入札室

５　保証金

　　入札保証金：免除　契約保証金：免除

６　落札決定方式及び契約方式

　　落札決定方式：総品目総額　契約方式：一般競争

７　注意事項

細部は別紙のとおり

適用する契約条項は、駐屯地用標準契約書の役務請負契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特

約条項とする。

3公告

１　入札事項

公 告

姫路（７）電気主任技術者保管管理業務外部委託

仕様書のとおり



　別紙
１  競争入札に付する事項
  (1) 件　　名：姫路（７）電気主任技術者保管管理業務外部委託
  (2) 履行場所：仕様書のとおり
  (3) 履行期間：

２  競争に参加する者に必要な資格に関する事項
　　　次の各項目のすべての条件を満たす者
  (1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、
　　契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
　(2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。
　(3) 令和７・８・９年度、競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」Ｄ等級以上の資格を有する者。
  (4) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続し
　　ている有資格業者については、競争参加を認めない。
  (5) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除す
　　るよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
  (6) 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。 
  (7) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力者を含む。）
  (8) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停
　　止等の要領」に基づくの指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
  (9) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買
　　又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
　(10)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指
　　名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

３  契約条項等を示す場所
  　入札資料等は、下記に示す期間、第３５２会計隊姫路派遣隊　契約班窓口において配布する。
　　　令和７年３月７日（金）～令和７年３月１８日（火)（土曜日曜祝日を除く0900～1600）

４  入札説明会及び競争入札執行の場所及び日時
　(1) 入札説明会　　　　　：　　　実施しない
　(2) 入　　　札　　　　　　　　　
　　　　ア　場　　所　　　：　　　陸上自衛隊姫路駐屯地　会計隊入札室
　　　　イ　日　　時　　　：　　　令和７年３月１９日（水）１０時３０分から
　
５　保証金等に関する事項
　(1) 入札保証金　　　　　：　　　免　　　除
　(2) 契約保証金　　　　　：　　　免　　　除
　(3) 違　約　金　　　　　：　　　落札者が「入札及び契約心得」に従って契約締結の手続きをしない場合には、落札者が契約
　　　　　　　　　　　　　　　　締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、
　　　　　　　　　　　　　　　　契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

６  入札方法
    　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％（軽減税率対象品目については８％）に相当する額を
　　加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。）をもって落札価格とするので、
　　入札者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の１１０分の１００
　　（軽減税率対象品目については１０８分の１００）に相当する金額を入札書に記載すること。

７  入札の無効
　(1) 第２項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札
　(2) 入札に関する条項に違反した入札
　(3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札 

８  契約書の作成
　　落札金額が５０万円以上の場合に請書、１５０万円以上の場合に契約書を作成する。
    契約の締結日は令和７年４月１日とする。

９　落札の決定方式
総品目総額決定

　　価格が予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とします。
　なお、落札となるべき同価の入札をした者が２人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定します。

10  その他
　(1) 郵便等による入札については、令和７年３月１８日（火）１７時必着分までを有効とします。なお、
　　事前に郵便入札の申し出を第３５２会計隊姫路派遣隊契約班まで行うとともに便着の確認を必ずお願いします。また、
　　入札金額が同額による場合は当該入札に関係の無い職員により抽選を実施し、再度の入札となった場合は別途連絡します。
　(2) 電報・電話等による入札は認めません。
　(3) 入札に参加する者は、令和７年３月１７日（月）１３時までに資格決定通知書の写しを提出してください。
　　(ＦＡＸ・メール可)
　(4) 代表者以外の押印での入札については、入札までに委任状を提出してください。
　(5) 市価調査書は、令和７年３月１８日（火）１３時までの提出にご協力ください。
　(6) 入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊姫路駐屯地　第３５２会計隊姫路派遣隊　契約班窓口にて閲覧してください。
　(7) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先
　　　〒６７０－０８８１　兵庫県姫路市峰南町１－７０
      陸上自衛隊姫路駐屯地　第３５２会計隊姫路派遣隊　契約班　担当：濱尾
　　　ＴＥＬ：０７９－２２２－４００１ 内線(３４７)　ＦＡＸ：０７９－２２２－４００６ (直通)
　　　メール：ｍａ３４７ｆｉｎ－ｍａ＠ｉｎｅｔ.gｓｄｆ．mｏｄ．gｏ．jｐ
      仕様書に関する問い合わせ先
      陸上自衛隊姫路駐屯地　姫路駐屯地業務隊　担当：西尾
　　　ＴＥＬ：０７９－２２２－４００１ 内線(３４１）
本公告は、陸上自衛隊姫路駐屯地　会計隊掲示板に掲示しています。
　　　　　陸上自衛隊中部方面隊ホームページ　https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/に掲示している。

令和７年４月１日～令和８年３月３１日

]
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仕 様 書 

 

１ 件 名：姫路（７）電気主任技術者保安管理業務外部委託 

 

２ 期 間：令和７年４月１日（火）～令和８年３月３１日（火） 

 

３ 場 所：兵庫県姫路市峰南町１－７０     （姫路駐屯地） 

      兵庫県姫路市広嶺山２２６－１１   （広峰無線中継所） 

      兵庫県相生市矢野町榊１７８０－１３４（榊山無線中継所） 

 

４ 概 要 

種 別 項 目 

建築保全 受変電設備 外部委託による電気主任技術者保安管理業務の実施 

実施場所：姫路駐屯地、広峰無線中継所、榊山無線中継所 

 

５ 一般事項 

 (1) 総 則 

  ア 本仕様書は、陸上自衛隊姫路駐屯地における諸役務について、共通的な必要事項を規 

   定する。 

  イ 本役務の仕様は、設計図書に記載してある事項のほか、本仕様書、国土交通省大臣官 

   房官庁営繕部監修各種工事標準仕様書、防衛省装備施設本部制定各種共通仕様書、建築 

   保全センター発行建築保全業務共通仕様書、関係法令及び姫路駐屯地保安規定並びに監 

   督官の指示による。 

 (2) 適用範囲 

   本仕様書は、本役務に摘要する。 

 (3) 役務工程 

   実施に先立ち、監督官と協議したのち工程表を作成し、監督官の承認後に実施する。 

 (4) 軽微な変更 

   役務実施に伴う軽微な変更は、監督官の指示により行う。 

   この場合、請負金額の増減又は期間の延長はしないものとする。 

   また、実施に当たって当然必要と思われる関係各官公署への届出は、請負業者の責任に 

  おいて迅速に処理すること。 

 (5) 質 疑 

   仕様書、設計図書等に明記なき事項又はその内容において質疑が生じた場合は、当該箇 

  所の役務を一時中断し、監督官の指示を受けた後再開する。 
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 (6) 管理要領 

   事前に監督官と協議の上決定すること。 

 (7) 電気、水道 

   役務に必要とする電気、水等は請負業者側が準備することとし、やむを得ず官側から使 

  用する場合は事前に監督官へ申し出て承認の上、官側の算定に基づき使用料を請負業者が 

  支払うものとする。 

 (8) 役務時間 

  ア 役務時実施時間は、特記事項による。 

    特記事項に記載がない場合は、原則平日０８：１５～１７：００とするが、状況によ 

   り休日作業の場合は監督官と事前協議による。ただし、停電事故等の不測時は時間外も 

   対応するものとする。 

    なお、日時を変更する場合は事前に監督官の承認を受けること。 

  イ 役務工程の遅延回復、役務実施上の都合により、監督官において作業時間の伸縮又は 

   夜間作業の必要を認めた場合は、請負業者はその指示に従うこと。 

 (9) 後片付け 

   役務終了に際して、役務現場の後片付け及び清掃を実施すること。 

(10) 役務現場の管理 

  ア 役務場所への作業員、その他の出入りの管理、風紀衛生の取締り、火災、盗難及びそ 

   の他事故防止については、請負業者の責任でこれを管理すること。 

  イ 役務場所は常に整理整頓及び清掃を行い安全管理に努めること。 

  ウ 役務場所及びその周辺にある構造物に損傷を及ぼさないよう十分な防護を施すこと。 

    万一損傷を与えた場合は、請負業者の負担において修復するものとする。 

(11) 安全管理 

  ア 請負業者は、安全管理に万全を期すること。 

  イ 役務場所又はその付近で作業を行うときは、表示又は安全係を置く等、安全確保に努 

   めること。 

(12) 提出書類 

   請負業者は、指定期日までに監督官の指示する書式に基づき必要書類を提出すること。 

  ア 内訳明細書        ・・・１部（契約締結後速やかに） 

  イ 工程表          ・・・１部（契約締結後速やかに） 

  ウ 現場代理人等通知書・経歴書・・・１部（契約締結後速やかに） 

  エ 打合せ簿         ・・・１部（その都度） 

  オ 着手届          ・・・１部（役務着手時） 

  カ 完成通知書        ・・・１部（役務完了後速やかに） 

  キ 設備点検結果報告書    ・・・１部（月次・年次点検後速やかに） 

  ク その他指示された書類   ・・・１部（その都度） 
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(13) 完了検査 

   検査は点検結果報告書の提出及び役務期間の終了をもって完了とする。 

 

６ 特記事項 

 (1) 保安管理を実施する施設の設備容量等は下記のとおりである。 

施設名 設備容量等 備 考 

姫路駐屯地 

契約電力会社：    （予定）  

契約種別：業務用電力  

契約電力：８６０ｋＷ  

受電電圧：６，６００Ｖ  

受電設備：３，４９５ＫＶＡ（変圧器５６台）  

予備発電機：５００ＫＶＡ（高圧）×１基  

      ７５ＫＶＡ（低圧）×１基  

      １３ＫＶＡ（低圧）×１基  

      ７．５ＫＶＡ（低圧）×１基  

広峰無線中継所 

契約電力会社：    （予定）  

契約種別：業務用電力  

契約電力：従量電灯Ｂ ２０ＫＶＡ  

     低圧電力 ２４ｋＷ  

受電電圧：１φ３Ｗ １００／２００Ｖ  

     ３φ３Ｗ ２００Ｖ  

予備発電機：７５ＫＶＡ（低圧）×１基  

榊山無線中継所 

契約電力会社：    （予定）  

契約種別：業務用電力  

契約電力：従量電灯Ｂ ２０ＫＶＡ  

     低圧電力 ２２ｋＷ  

受電電圧：１φ３Ｗ １００／２００Ｖ  

     ３φ３Ｗ ２００Ｖ  

予備発電機：７５ＫＶＡ（低圧）×１基  

 

 (2) 役務契約後、請負業者は経済産業省が定める外部委託による電気主任技術者選任届に必 

  要な書類を速やかに監督官に提出し、相互に内容を精査の上手続きを実施すること。 

 (3) 電気主任技術者は、駐屯地及び各無線中継所へ２時間以内に到達できるものを選任する 

  こと。 
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 (4) 点検内容については「建築保全業務共通仕様書」を基準とし、下記の項目について電気 

  主任技術者を駐屯地・無線中継所へ派遣し点検及び電気事故発生時の対応を実施すること 

施設名 実施内容 

姫路駐屯地 月次点検１２回（平日）、年次点検１回（休日、停電含む） 

無線中継所 月次点検１２回（平日）、年次点検１回（平日、停電含む） 

共 通 

事故停電に伴う応動：１回（令和６年度実績） 

教育・訓練に伴う作業：３回（令和６年度実績） 

計画停電時における高圧気中開閉器、遮断機、断路器等の操作、復

電及び立会対応：５回（令和６年度実績） 

油入変圧器絶縁油採取作業（スコット変圧器除く） 

 

 (5) 電気主任技術者は、第３種電気主任技術者資格のほか、第１種電気工事士の保有、高所 

  作業車運転技能講習及びフルハーネス型墜落制止用器具特別教育の修了証を有すること。 

 (6) 設備点検結果報告書の作成の際、不良箇所や指摘事項がある場合、内容が明確に分かる 

  よう写真や参考書類を貼付し提出すること。 

 (7) その他本役務に関する細部事項については、別紙「自家用電気工作物の保安管理業務に 

  関する委託仕様書」に定めるところによる。 
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別 紙 

 

自家用電気工作物の保安管理業務に関する委託仕様書 

 

 本委託仕様書は、姫路駐屯地関連施設の保安規定に基づき、姫路駐屯地関連施設に設置され

ている自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務（以下「保安管

理業務」という。）の委託について、以下のとおり仕様を定めるものとする。 

 なお、本使用の履行細目は付紙「保安管理業務の細目及び基準（以下「細目・基準書」とい

う。）」に基づくものとする。 

 

１ 契約対象電気工作物の概要 

  契約対象電気工作物の概要は次のとおりである。 

 (1) 事業場の名称   仕様書のとおり 

 (2) 事業場の所在地  仕様書のとおり 

 (3) 需要設備 

  ア 設備容量    仕様書のとおり 

   （発電所発電機定格容量分を含む） 

  イ 受電電圧    仕様書のとおり 

 (4) 非常用予備発電装置 

  ア 発電機定格容量 仕様書のとおり 

  イ 発電機定格電圧 仕様書のとおり 

 (5) 配電線路 

  ア 姫路駐屯地     付図第１「駐屯地配電線路（Ａ系統）」 

              付図第２「駐屯地配電線路（Ｂ系統）」のとおり 

  イ 広峰無線中継所   付図第３「広峰無線中継所配電線路」のとおり 

  ウ 榊山無線中継所   付図第４「榊山無線中継所配電線路」のとおり 

 

２ 委託業務の内容 

 (1) 請負業者が実施する保安管理業務は、アを除き次に掲げるものとしその細目及び具体的 

  な基準は、姫路駐屯地関連施設の保安規定及び細目・基準書に定めるところによるものと 

  する。 

  ア １に掲げる電気工作物の維持及び運用について、定期的な点検及び測定・試験を行い 

   経済産業省令で定める技術基準（以下「技術基準」という。）の規定に適合しない項目又 

   は適合しない恐れがある場合は、取るべき措置について施設管理責任者もしくは代務者 

   に必要な指導又は助言を行うこと。 

   イ 電気事故その他電気工作物に異常が発生し、又は発生する恐れがある場合、事故・ 

   故障の状況に応じて、電気事業法第１０６条の規定に基づく電気関係報告規則に定める 

   電気事故報告の作成手続きの指導を行うこと。 
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  ウ 電気事業法第１０７条第３項に規定する立入検査の立会を行うこと。 

  エ １に掲げる電気工作物の工事、維持及び運用に関する所管省庁への提出書類及び図面 

   について、その作成手続きの指導を行うこと。 

  オ １に掲げる電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査及び竣工検査を行 

   い必要に応じそのとるべき措置について施設管理責任者および代務者に指導又は助言を 

   行うこと。 

  カ １に掲げる電気工作物の設置又は変更の工事について、工事中の点検を行い、必要に 

   応じ、そのとるべき措置について施設管理責任者および代務者に指導又は助言を行うこ 

   と。 

 (2) (1)の請負業者に委託する保安管理業務のうち、次のいずれかに該当する電気工作物につ 

  いては、施設管理責任者および代務者は点検及び測定・試験の全部または一部を、施設管 

  理責任者および代務者の責任及び負担において行うものとする。これに関し、監督官は請 

  負業者にその結果の記録を提示するものとし、請負業者は必要な指導又は助言ができるも 

  のとする。 

  ア 取扱いが電気主任技術者以外の特定の資格を要する設備 

    （消防用設備、ボイラーその他機器、昇降機及び昇降路内の設備等） 

  イ 取扱いが特殊の専用技術を要するオートメーション化された工作機械群等 

  ウ 点検時現場に設置されていない移動用機器等 

  エ 構造上内部点検ができない密閉型防爆構造の機器等 

  オ 点検時に著しい危険が伴う有毒ガス発生場所、酸素欠乏危険場所、放射線管理区域に 

   配置された機器等 

  カ 高所又は点検できない隠蔽場所に設置された配線及び機器等 

  キ 情報管理、衛生管理、機密管理等の事由で請負業者が立ち入りできない場所に設置さ 

   れた機器等 

  ク 発電装置の原動機および非常用予備電気の蓄電池並びにそれらの付属装置等 

 (3) 使用機器及びそれに付随する配線器具等については、(1)によるほか、施設管理責任者お 

  よび代務者が確認を行うものとする。 

 

３ 点検の周期と監視装置 

  ２(1)に定める請負業者が定期的に行う点検内容は、姫路駐屯地関連施設の保安規定及び細 

 目・基準書によるものとし、点検の周期は次のとおりとする。 

  ただし、年次点検には月次点検が含まれるものとする。 

 (1) 月次点検  １２回 

 (2) 年次点検  １回 

 (3) 臨時点検  必要の都度 
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４ 連絡責任者等 

 (1) 施設管理責任者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視を行う 

  者を定めるとともに、この契約の履行に関して請負業者と連絡する連絡責任者を定めて、 

  その氏名、連絡方法等を請負業者に通知するものとする。 

 (2) 施設管理責任者は、(1)の連絡責任者に事故や病気その他やむを得ない理由がある場合は 

  その業務を代行させるため代務者を定め、ただちにその使命、連絡方法等を請負業者に通 

  知するものとする。 

 (3) 施設管理責任者は、(1)、(2)に変更が生じた場合は、直ちに請負業者に通知するものと 

  する。 

 (4) 施設管理責任者は、連絡責任者又はその代務者を、請負業者の行う保安管理業務に立会 

  させるものとする。 

 (5) 請負業者は、需要設備の設備容量が６，０００ＫＶＡ以上の場合、連絡責任者として第 

  １種電気工事士又はそれと同等以上の知識及び技能を有する者を充てるものとする。 

  

５ 発電所責任者 

 (1) 姫路駐屯地関連施設が発電所を有する場合、施設管理責任者は、日常における発電設備 

  の起動及び停止操作が円滑に行い得る発電所担当者を定めるとともに、その使命、連絡方 

  法等を請負業者に通知するものとする。 

 (2) 施設管理責任者は、(1)の発電所担当者に事故がある場合は、その業務を代行させるため 

  の代務者を定め、ただちにその氏名、連絡方法等を請負業者に通知するものとする。 

 (3) 施設管理責任者は、(1)、(2)に変更が生じた場合は、直ちに請負業者に通知するものと 

  する。 

 (4) 施設管理責任者は、発電所担当者又はその代務者を、請負業者の行う保安管理業務に立 

  会させるものとする。 

 

６ 相互の協力及び義務 

 (1) 施設管理責任者および代務者は、請負業者が保安管理業務の実施にあたり、請負業者が 

  指導、助言した事項又は請負業者と協議決定した事項については、速やかに必要な措置を 

  とるものとする。 

 (2) 施設管理責任者および代務者は、請負業者が行う点検及び測定・試験の業務に関する計 

  画の策定及び実施について協力するものとする。 

 (3) 請負業者は、業務を誠実に行うものとする。 

 

７ 保安業務担当者の資格等 

 (1) 請負業者は、１に掲げる電気工作物の保安管理業務を実施する者（以下「保安業務担当 

  者」という。）には、電気事業法施行規則に適合する者を充てるものとする。 
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 (2) 保安業務担当者は、保安管理業務に従事する資格を有する証を常に携行し、施設管理責 

  任者および代務者の求めに応じ提示すること。 

 (3) 保安業務担当者は、保安管理業務を自ら実施するものとし、必要に応じ他の保安業務担 

  当者（以下「保安業務従事者」という。）に、保安管理業務の一部を実施させることができ 

  るものとする。 

 (4) 保安業務担当者並びに保安業務従事者は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の 

  実施を補助させることができるものとする。 

 (5) 請負業者は、(1)から(3)で定める保安業務担当者並びに保安業務従事者を、請負業者の 

  事業所への連絡方法とともに、書面をもって監督官に連絡するものとし、施設管理責任者 

  および代務者は面接等により本人の確認を行うこととする。なお、保安業務担当者並びに 

  保安業務従事者の変更を行う必要が生じた場合にあっても同様とする。 

 

８ 記録の保存 

  請負業者が実施し報告した保安管理業務の結果の記録等は、施設管理責任者および代務者 

 が内容を確認し、双方において保安規定に定める期間保存するものとする。 

 

 



9 

付紙 

保安管理業務の細目及び基準 

 

１ 保安管理業務 

 (1) 相互の通知 

  ア 請負業者は次に掲げる場合、その具体的内容を直ちに施設管理責任者および代務者に 

   通知するものとする。 

   (ｱ) 電気事故その他電気工作物に異常が発生し、又は発生するおそれがある場合 

   (ｲ) 低圧電炉の絶縁状態を監視する装置（以下「絶縁監視装置」という。）を設置してお 

    り、絶縁監視装置が警報を発した場合 

   (ｳ) 電気工作物の設置又は変更の工事を計画する場合、施工する場合及び工事が完成し 

    た場合 

   (ｴ) 平常時及び事故その他異常の際における電気工作物の運転操作についての方法を定 

    める場合 

   (ｵ) 電気の保安に関する組織、責任分界点又は需要設備の使用区域等を変更する場合 

   (ｶ) 相続等により権利義務の継承があった場合 

   (ｷ) 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者（以下「従事者」という。）以外の者 

    が高圧電気設備に近接して、作業を行おうとする場合 

   (ｸ) 電気事業法第１０７条第３項に基づく立入検査を受ける場合 

   (ｹ) 電気工作物の保安に関する書類を所管官庁に提出する場合 

   (ｺ) 従事者に対し、電気工作物の保安を確保することができる体制を整備し、又は変更 

    する場合 

   (ｻ) 非常災害に備えて電気工作物の保安を確保することができる体制を整備し、または 

    変更する場合 

   (ｼ) 代表者、事業場名又は所在地名に変更があった場合 

   (ｽ) 電気事業者との契約電力を変更する場合 

   (ｾ) その他電気工作物の保安に関し、必要な場合 

  イ 請負業者は、次の事項を施設管理責任者および代務者に通知するものとする。 

   (ｱ) 請負業者の執務時間内における請負業者への連絡方法 

   (ｲ) 請負業者の執務時間外における請負業者への連絡方法 

   (ｳ) その他必要な事項 

 (2) 危険物のある場合等の通知 

   施設管理責任者および代務者は、爆発性、可燃性及びその他の危険物等を貯蔵し、又は 

  は取扱う場合、又はこれを変更する場合は、その危険の範囲等を具体的に遅滞なく請負業 

  者に通知するものとする。 
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 (3) 実施日程等 

  ア 請負業者は、別紙「自家用電気工作物の保安管理業務に関する委託仕様書」（以下「委 

   託仕様書」という。）２(1)に定める業務を、原則として平日の０８：１５～１７：００ 

   に実施するものとし、あらかじめ施設管理責任者および代務者に対して実施予定日を通 

   知すること。ただし、停電事故等の不測時は時間外も対応するものとする。 

  イ 施設管理責任者および代務者は、(1)の実施予定日を尊重し協力するものとする。 

  ウ 年次点検等の実施において、電気事業者の自家用需要引込用分岐開閉器の開閉操作を 

   する必要がある場合、電気事業者に対する手続きは、請負業者は施設管理責任者および 

   代務者と協議の上、請負業者が行うことができるものとする。 

 (4) 事業場内の立ち入り等 

   請負業者は、保安管理業務を行うため、必要に応じて姫路駐屯地関連施設に立ち入るこ 

  とができるものとする。この場合において、請負業者は陸上自衛隊ならびに姫路駐屯地が 

  定める各種規則及び服務規律を順守するものとする。 

 (5) 記録の確認等 

   請負業者は、保管管理業務の遂行上、必要がある場合には、姫路駐屯地関連施設の電気 

  保安に関する書類、図面及び記録等の確認を行い、必要な措置について協議するものとす 

  る。 

 (6) 絶縁監視装置等を設置する場合 

   請負業者が絶縁監視装置等を確保する場合は、次によるものとする。 

  ア 請負業者が所有する絶縁監視装置等は請負業者が姫路駐屯地関連施設の事業場に設置 

   するものとする。 

  イ 施設管理責任者および代務者は、絶縁監視装置等を設置する場合の提供、電灯配線な 

   ど既存の施設並びに電話回線の利用について便宜を供するものとする。 

  ウ 絶縁監視装置等及び設置工事に要する費用は、原則として請負業者の負担によるもの 

   とする。 

  エ 絶縁監視装置等の保守は請負業者が行い、費用は請負業者が負担するものとする。 

  オ 施設管理責任者および代務者は、絶縁監視装置等を無断で移設、取り外し、修理等を 

   行わないものとする。 

  カ 絶縁監視装置の警報を、姫路駐屯地関連施設の加入電話回線を利用して、請負業者の 

   事業所に自動通報する場合の電話料は、施設管理責任者および代務者が負担するものと 

   する｡ 

 (7) 絶縁監視装置等の撤去 

   請負業者は、次のいずれかに該当する場合は、施設管理責任者、請負業者協議のうえ、 

  絶縁監視装置等を撤去するものとする。 

  ア 絶縁監視装置の設置が不適当な電気工作物となった場合、又は絶縁監視装置等による 

   監視が不能となった場合 
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  イ 契約の解除又は契約が失効した場合 

 (8) 高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の確認 

   請負業者は、委託仕様書１に掲げる電気工作物「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油 

  を使用する電気工作物等使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要 

  領（内規）Ⅱ．２．（１）」に掲げる、高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当す 

  るかどうかを、年次点検等において確認を行うこととする。 

 (9) 備品等の整備 

   施設管理責任者および代務者は、請負業者と協議の上、発注者の負担において電気工作 

  物の保安管理に必要な書類、図面、備品及び消耗品等を整備するものとする。 

(10) 契約の発効 

   この契約に伴い、新たに電気事業法施行規則第５２条第２項に定める外部委託承認を受 

  ける場合は、有効期限にかかわらず承認日をもってその効力を生じるものとする。 

(11) 契約の消滅 

   この仕様書に記載する内容は、次のいずれかに該当する場合には消滅するものとする。 

   ただし、本条の履行にあたっては、契約の執行に該当する場合を除き、施設管理責任者 

  は、電気事業法第４３条第１項又は第２項の規定を順守するものとする。 

  ア 役務契約の解除 

  イ 役務契約の執行 

  ウ 役務契約期間の満了 

(12) 電気工作物以外の不安全施設に対する措置等 

  ア 保安管理業務を実施するための通路又は作業床の状態が悪く、作業車の安全が確保さ 

   れないと認められる施設（以下「不安全施設」という。）がある場合は、施設管理責任者 

   請負業者協議の上、発注者は速やかに改修するものとする。 

  イ (1)の不安全施設の改修に要する費用は、施設管理責任者が負担するものとする。 

  ウ 請負業者は施設管理責任者および代務者と協議し、不安全施設が改修されるまでは、 

   当該電気工作物の点検及び測定・試験を実施しないことが出来る。 

 

２ 点検及び測定・試験の基準等 

 (1) 定期点検 

   定期的な電気工作物の点検及び測定・試験は、原則として発注者の保安規定に定める定 

  期点検について行うものとする。定期点検はあらかじめ予定し、次のとおり行うものとす 

  る。 

  ア 月次点検：定められた点検周期に基づき、施設管理責任者または代務者に、日常巡視 

         等において異常等がなかったかの問診を行い、通常の運転状態にある電気 

         工作物について、目視点検のほか計測器測定により点検を行う。 

         ※受電・配電・負荷設備、非常用予備発電設備 
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  イ 年次点検：電気工作物を維持するために、原則として年１回停電し、目視点検及び計 

         測器により点検し、設備ごとの個別機能を検査する。 

         ※絶縁抵抗・接地抵抗測定、定期巡視点検、保護継電器特性試験 

         （非常用予備発電設備除く） 

 (2) 臨時点検 

   電気工作物に異常が発生し、又は発生する恐れがある場合、必要に応じ点検及び測定・ 

  試験を行うものとする。なお、電気事故その他(1)の場合において、請負業者が行う応急措 

  置（送電停止、電気工作物の切り離し等）の指導は、施設管理責任者および代務者又は電 

  気事業者の通知に基づいて、電話連絡又は保安業務担当者等の派遣により行うものとす 

  る。この場合、施設管理責任者および代務者は、請負業者が応急措置の指導を行うために 

  必要とする電気事故の発生箇所、異常の状況その他の情報を的確に請負業者に連絡するも 

  のとする。 

 (3) 立入検査の立会 

   所管官庁が電気事業法第１０７条第３項に基づいて行う立入検査には、その都度施設管 

  理責任者および代務者の通知に基づいて、請負業者が保安業務担当者等を派遣して立会す 

  ること。 

 (4) 設計の審査 

   工事の設計審査は、施設管理責任者および代務者の通知を受けて、この契約によって適 

  用する電気関係法令に対する適合、不適合について、その都度行うものとする。 

 (5) 工事の実施及び保安教育 

   部隊施工に係る電気工作物の工事は、請負業者が必要に応じ施設管理責任者および代務 

  者と協議の上、必要に応じ作業責任者を選任し、これを施工させるものとする。また、工 

  事等に従事するものに対し、電気工作物の保安に関し必要な知識および技能の教育を行う 

  ものとする。 

 (6) 竣工検査 

   竣工検査は、原則として姫路駐屯地関連施設の保安規定に定める竣工検査について、施 

  設管理責任者および代務者と請負業者が協議の上、実施するものとする。なお、この契約 

  によって適用する電気関係法令に対する適合状況及び施工状況を確認し、指導又は助言を 

  行うものとする。 

 (7) 絶縁監視装置を設置している場合 

   請負業者が、姫路駐屯地関連施設に絶縁監視装置を設置している場合は、一般社団法人 

  電気管理技術者協会「絶縁監視装置の性能・保守点検及び警報発生時の応動に関する説明 

  書」により適切に対処すること。なお、請負業者は警報発生時の受信の記録を３年間保存 

  すること。 
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種別

姫路駐屯地業務隊管理科

駐屯地配電線路（Ａ系統） 縮　尺

1/3,000

責任分界点
柱状開閉器二次側
関西電力引込柱

付図第１

1
3

　　高圧地中埋設線（Ａ系統）

　　高圧地中埋設線（本部庁舎系統）

　　高圧架空線　　（Ａ系統）

姫路（７）電気主任技術者保安管理業務外部委託
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件名

種別

姫路駐屯地業務隊管理科

縮　尺

1/3,000

駐屯地配電線路（Ｂ系統） 1
4

付図第２

　　高圧架空線　　（Ｂ系統）

　　高圧地中埋設線（Ｂ系統）

姫路（７）電気主任技術者保安管理業務外部委託



Ｎ

件名

種別

姫路駐屯地業務隊管理科

縮　尺

動力　EM-CET-38sq
電灯　EM-CET-38sq
低圧埋設線　

動力(3φ3W200V)
電灯(1φ3W100/200V)

関西電力変圧器より　低圧架空引込線

LA×12
電力量計(関西電力)×２
MCCB 動力　100A 
MCCB 電灯　150A 
引込開閉器盤LP-M

広峰無線中継所配電線路

1/400

1
5

付図第３

姫路（７）電気主任技術者保安管理業務外部委託



Ｎ

件名

種別

姫路駐屯地業務隊管理科

縮　尺

1/400

LA× 12

引込開閉器盤LP-M
MCCB 電灯　 150A 
MCCB 動力　 100A 
電力量計 (関西電力 )×２

電灯(1φ 3W100/200V)
動力 (3φ 3W200V)

関西電力変圧器より　低圧架空引込線

低圧埋設線　
電灯　EM-CET-38sq
動力　 EM-CET-38sq

榊山無線中継所配電線路

付図第４

姫路（７）電気主任技術者保安管理業務外部委託



分任契約担当官陸上自衛隊姫路駐屯地
第３５２会計隊姫路派遣隊長　　伊藤　実枝子　　　殿

￥ （消費税を含まない。）

１ 件 名 ： 姫路（7）電気主任技術者保管管理業務外部委託
２ 履 行 場 所 ： 陸上自衛隊姫路駐屯地
３ 履 行 期 間 ： 令和７年４月１日～令和８年３月３１日

　上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約
条項等を承諾のうえ入札見積いたします。

住所・名称・代表者名

※単価・金額には消費税を含まない。

規 格 単位 数量 単 価 金 額 納 地

仕様書のとおり 月 12

仕様書のとおり 式 1

仕様書のとおり 月 12

仕様書のとおり 式 1

式 1

　当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、暴力団排除に関する誓約書に定
める事項について誓約いたします。

諸経費

月次点検（無線中継所）

変圧器抜油作業

内訳

月次点検（駐屯地）

年次点検（駐屯地）

入　札　書

内　訳

件 名

姫路（7）電気主任技術
者保管管理業務外部委託

仕様書のとおり 式 1

令和 7年 3月 19日



分任契約担当官陸上自衛隊姫路駐屯地
第３５２会計隊姫路派遣隊長　　伊藤　実枝子　　　殿

￥ （消費税を含まない。）

１ 件 名 ： 姫路（7）電気主任技術者保管管理業務外部委託
２ 履 行 場 所 ： 陸上自衛隊姫路駐屯地
３ 履 行 期 間 ： 令和７年４月１日～令和８年３月３１日

　上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約
条項等を承諾のうえ入札見積いたします。

住所・名称・代表者名

※単価・金額には消費税を含まない。

規 格 単位 数量 単 価 金 額 納 地

仕様書のとおり 月 12

仕様書のとおり 式 1

仕様書のとおり 月 12

仕様書のとおり 式 1

式 1

　当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、暴力団排除に関する誓約書に定
める事項について誓約いたします。

変圧器抜油作業

諸経費

内訳

月次点検（駐屯地）

年次点検（駐屯地）

月次点検（無線中継所）

市価調査書

令和 7年 3月 18日

内　訳

件 名

姫路（7）電気主任技術
者保管管理業務外部委託

仕様書のとおり 式 1

３月１８日（火）１３時までに

提出をお願い致します。

（ＦＡＸ又はメールで構いませ

ん。）


